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１．日   時 平成 31 年 3 月 18 日 
 

午後 3 時 35 分 
 

        
２．場   所 能代市役所大会議室 

    

        
３．出席委員 

      

  
        

  

  
議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 

  

  
    １１ 大鐘 正彦 

  

  
２ 安井 鐘美 １２ 佐々木博子 

  

  
３ 平川 義市 １３ 金谷 和美 

  

  
４ 茂呂  誠 １４ 山崎 和博 

  

  
５ 袴田  謙 １５ 飯坂  司 

  

  
６ 髙橋 英敏 １６ 堀内 直富久 

  

  
７ 佐々木 力 １７ 工藤 次雄 

  

  
８ 渋谷 孝一 １８ 秋林 富美雄 

  

  
9 大高 冨子 １９ 佐藤 信孝 

  

  
１０ 熊谷  治     

  

  
        

  

  
        

  

        

        

        
４．欠席委員 議席番号 氏  名 議席番号 氏  名 

  

  
1 髙橋 豊彦     

  

  
        

  

  
        

  

  
        

  
        

        

        

        

        
５．事務局出席者 職名 氏名 

   

  
事務局長 佐藤 義光 

   

  
局長補佐 佐藤 英夫 

   

  
局長補佐 柴田 新栄 

   

  
主査 工藤 徹也 

   

        

       

       

       

       

        



 

 

 

 

６．案 件  

 議 案 番 号  

 ８ 

 ９ 

１０   

協議事項１ 

  報告事項１ 

  報告事項２ 

  報告事項３ 

 

 

 

農地法第３条の規定による許可申請について 

農用地利用集積計画について 

別段の面積（下限面積）の設定について 

農作業労働賃金の目安について 

土地改良事業参加資格の交替の申出に対する専決処分について 

農地法第４条第１項第２号の規定による届出について 

農地法第１８条第６項の規定による通知について 

７．会議の概要 

 

 

事 務 局 

 

 

 

（開 会） 

 

ただ今から能代市農業委員会総会を開会いたします。 

欠席の届出がありますので、ご報告いたします。 

議席番号１番高橋豊彦委員の１名です。 

１９名中１８名の出席となっており、出席委員は定足数に達しております。 

それでは、佐藤会長からご挨拶と総会の議長と進行をお願いいたします。 

                    

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

それでは会議に入ります。 

始めに、前回の会議以降の会務報告を事務局より願います。 

                        

（事務局 説明） 

 

ただ今の報告について、ご質問等ありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので会議を進めます。 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

次に、議事録署名委員の選出ですが、慣例に従い当方より指名したいと思

いますが、ご異議ございませんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議がないようですので、当方より指名いたします。 

議席番号１７番工藤次雄委員と議席番号１８番秋林富美雄委員の両名にお

願いします。 

 

 

 

 

事 務 局 

 

 

それでは、議案第８号 農地法第３条の規定による許可申請についてを議

題とします。なお、関連がありますので、報告事項３と併せ事務局の説明を願

います。 

 

議案第８号 農地法第３条の規定による許可申請書の提出がありましたの

で、ご提案いたします。 

所有権移転 ４件、譲渡人４人、譲受人４人、申請土地の面積は田が７，８



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山崎和博委員 

 

 

議   長 

 

２７㎡、畑が１，１３９㎡、計８，９６６㎡。 

賃借権設定 ４０件、賃貸人３８人、賃借人２３人、申請土地の面積は田の

みで１５４，１６６．７４㎡。 

使用貸借権設定 １件、貸人１人、借人１人、申請土地の面積は田のみで７，

８０５㎡となっております。 

２ページをご覧ください。 

所有権移転 整理番号１ 申請土地は真壁地字上野２０４、地目は田で、面

積１，４６０㎡ほか計３筆、２，６８２㎡、価格は無償で、移転事由は経営拡

張です。 

整理番号２ 申請土地は常盤字二見沢６３５、地目は田で、面積１，７５６

㎡ほか計２筆、３，０９６㎡、価格は総額５０万円で、移転事由は経営拡張で

す。 

なお、この案件は合意解約の通知があります。 

６１ページをお願いします。 

合意解約 整理番号１０ 解約した土地は常盤字二見沢６３５、地目は田

で、面積１，７５６㎡ほか計２筆、３，０９６㎡、離作条件はなし、解約事由

は第三者へ売買するためで、合意解約成立月日、土地の引渡月日ともに１月３

１日です。 

２ページにお戻りください。 

整理番号３ 申請土地は久喜沢字太内坂２０６、地目は田で、面積９８０㎡、

価格は総額１０万円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号４ 申請土地は小掛字下田表１６５、地目は田で、面積８３３㎡ほ

か計３筆、２，２０８㎡、価格は総額１０万円で、移転事由は経営拡張です。 

賃借権設定 整理番号５ 申請土地は上谷地２３－１、地目は田で、面積９

７９㎡ほか計８筆、７，０９８㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万円、申請事由

は経営拡張で、設定期間は１０年間です。 

なお、この案件は合意解約の通知があります。 

６０ページをお願いします。 

合意解約 整理番号１ 解約した土地は上谷地２３－１、地目は田で、面積

９７９㎡ほか計８筆、７，０９８㎡、離作条件はなし、解約事由は賃借人の変

更で、合意解約成立月日、土地の引渡月日ともに２月１日です。 

３ページにお戻りください。 

整理番号６ 申請土地は鰄淵字古屋布６２－２、地目は田で、面積７８４㎡

ほか計９筆、５，７９５㎡、１０ａ当たりの賃借料は玄米６０ｋｇ、申請事由

は経営拡張で、設定期間は３年間です。 

整理番号７ 申請土地は上谷地２８－１、地目は田で、面積９７７㎡ほか計

６筆、６，２９４㎡、１０ａ当たりの賃借料は玄米６０ｋｇ、申請事由は基盤

強化法からの再設定で、設定期間は６年間です。 

 

今回の許可申請は、件数も多く、事前に議案配付していることから説明を省

略したらいかがでしょうか。 

 

山崎和博委員より説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議あり

ませんか。 



 

 

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

（異議なしの声） 

 

異議無いようですので、説明を省略させていただきます。 

 

以上、いずれの案件も農地法第３条第２項の各号に該当しないため、許可で

きるものと考えておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

質疑に入りますが、議事参与がありますので、整理番号４５番を先議します。 

１１番大鐘正彦委員は、暫時ご退席願います。 

 

（大鐘委員 退席） 

 

整理番号４５番について何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

  （大鐘委員 着席） 

 

大鐘委員にご報告いたします。本案件は原案のとおり承認されましたのでお

知らせします。 

他の案件について、質疑を行います。何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案は原案のとおり承認してご異議ありません

か。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

次に、議案第９号 農用地利用集積計画についてを議題とします。事務局の

説明を願います。 

 

議案第９号 農用地利用集積計画の提出がありましたのでご提案いたしま

す。 

所有権移転 ４件、譲渡人１人、譲受人４人、申出土地の面積は田のみで１



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷治委員 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

事 務 局 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

２，１０２㎡。 

利用権設定 １５８件、賃貸人１５６人、賃借人４０人、申出土地の面積は

田が９８４，６６１．９１㎡、畑が１１，００３㎡、計９９５，６６４．９１

㎡となっております。 

１０ページをご覧ください。 

所有権移転 整理番号１ 申出土地は浅内字大坪３９－１、地目は田で、面

積１，０６２㎡ほか計３筆、３，０２５㎡、１０ａ当たりの価格は５万円で、

移転事由は経営拡張です。 

整理番号２ 申出土地は浅内字大坪２０９、地目は田で、面積８６７㎡ほか

計２筆、２，０７３㎡、１０ａ当たりの価格は２０万円で、移転事由は経営拡

張です。 

整理番号３ 申出土地は浅内字笹森１５３、地目は田で、面積３，０００㎡、

１０ａ当たりの価格は２０万円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号４ 申出土地は浅内字砂山１１－４、地目は田で、面積４，００４

㎡、価格は総額４０万円で、移転事由は経営拡張です。 

整理番号５から８までは農地中間管理事業によるもので、設定期間は１０年

間となっております。 

利用権設定 整理番号５ 申出土地は小野沢６３、地目は田で、面積１，０

０４㎡ほか計４筆、４，２３６㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万３千円です。 

整理番号６ 申出土地は太平山後４８、地目は田で、面積１，０２１㎡ほか

計２筆、２，０４２㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万３千円です。 

整理番号７ 申出土地は真壁地字上悪土１９、地目は田で、面積１，０９３

㎡ほか計４６筆、４６，７６３㎡、１０ａ当たりの賃借料は１万２千円です。 

 

今回の利用集積は、件数も多く、事前に議案配付していることから説明を省

略したらいかがでしょうか。 

 

熊谷治委員より説明省略の声がありましたが、説明を省略してご異議ありま

せんか。 

 

（異議なしの声） 

 

異議無いようですので、説明を省略させていただきます。 

 

以上、いずれの案件も農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の要件を満た

していると考えておりますので、よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

質疑に入りますが、議事参与がありますので、整理番号１３番を先議します。 

８番渋谷孝一委員は、暫時ご退席願います。 

 

（渋谷委員 退席） 

 

整理番号１３番について何か質問等はありませんか。 

 



 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

  （渋谷委員 着席） 

 

渋谷委員にご報告いたします。本案件は原案のとおり承認されましたのでお

知らせします。 

続いて、整理番号２５番、２６番を先議します。 

１５番飯坂司委員は、暫時ご退席願います。 

 

（飯坂委員 退席） 

 

整理番号２５番、２６番について何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

  （飯坂委員 着席） 

 

飯坂委員にご報告いたします。本案件は原案のとおり承認されましたのでお

知らせします。 

続いて、整理番号４４番、４５番、４６番を先議します。 

１４番山崎和博委員は、暫時ご退席願います。 

 

（山崎委員 退席） 

 

整理番号４４番、４５番、４６番について何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案を原案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。 



 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

 

  （山崎委員 着席） 

 

山崎委員にご報告いたします。本案件は原案のとおり承認されましたのでお

知らせします。 

他の案件について、質疑を行います。何か質問等はありませんか。 

 

  （なしの声） 

 

なしの声がありますので、本案は原案のとおり承認してご異議ありません

か。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

次に、議案第１０号 別段面積（下限面積）の設定についてを議題としま

す。事務局の説明を願います。 

 

議案第１０号 別段面積（下限面積）の設定についてご説明いたします。 

農地法第3条に基づく申請書の提出があった場合、農業委員会は申請者の経

営面積が権利取得後に法令で定める下限面積（５０アール）以上にならないと

許可できないことになっております。 

また、下限面積が、地域の実情に合わない場合は、農業委員会で別段の面積

を定めることができることになっております。 

別段の面積を設定する場合には、設定する地区における別段の面積未満の農

家の割合がおおむね4割以上となるよう設定すること、遊休農地が多い地区で

は新規就農が促進されるように設定すること等の要件が規程されています。 

この要件と照らしあわせ検討したところ、旧能代地区として検討した場合、

５０ａ以上の農家が多いことから設定することはできません。旧二ツ井地区と

して検討した場合、別段の面積を３０ａに設定することが可能です。また、能

代市全域として検討した場合、別段の面積を４０ａに設定することが可能で

す。 

次に、新規就農促進の観点からの検討では、昨年皆様のご協力をいただき実

施した、農地利用状況調査結果では、遊休農地の面積は約５haであり全農地の

0.1％以下であることから、能代市の農地は効率的に利用されている、と考え

ております。 

また草花等の栽培で経営が集約的と農業委員会が認めた場合には、下限面積

未満であっても許可できる、との規程があります。 

県内市町村の状況についてですが、約半数の市町村が別段の面積を設定して

おり、そのほとんどが、遊休農地が多いことから新規就農を促進するという理



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

茂呂農政委員長 

 

 

 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

 

議   長 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

由で、行政区域全域を対象に、別段の面積を１０aに設定しています。 

その他能代市を含む約半数の市町村は、別段の面積を設定しておりません。 

この別段の面積については、毎年、設定又は修正の必要性について検討する

よう求められていることから、皆様にご審議いただくものです。 

現在、能代市農業委員会は別段の面積を設定していないことから、法令で定

める下限面積が判断基準の一つとなっております。 

説明は以上です。よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

本案につきましては、農政専門委員会で検討しておりますので、農政委員長

の報告をお願いします。 

 

本日午後１時３０分から農政専門委員会を開催し、ただいま事務局より説明

のあった別の別段の面積を設定するかどうかについて協議しました。 

 事務局からは、法令の主旨や基準、経営規模別農家数に関する調査結果、県

内市町村の設定状況の資料が示され、その資料に基づき、新規就農者のことな

どを含めて検討いたしました。 

協議の結果、来年度も別段の面積は設定しないほうが良いとの結論に達しまし

たので、以上報告いたします。 

 

事務局の説明と農政委員長報告が終わりましたが、何か質問等はありません

か。 

 

（なしの声） 

 

なしの声がありますので、農政委員長報告のとおり別段の面積は設定しない

ことにご異議ありませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は委員長報告のとおり承認することに決しました。 

次に、協議事項１ 農作業労働賃金の目安についてを議題といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

協議事項１ 農作業労働賃金の目安についてご説明いたします。 

農作業労働賃金の目安についてですが、農業委員会が作業料金について定め

たり、情報提供を行なう義務はありませんが、これまで農家が作業を受委託す

る際の話し合いが円滑してただくために作成してきており、県内では北秋田市

を除く全ての市町村が作成しております。 

農家からの問合せも多く、本年も作成したほうが良いと考えております。 

次に他市の状況等について調査したのでご報告します。配布した検討資料を

ご覧下さい。 

 秋田市は全て据置きすることで決定済みです。大館市では専門委員会にお

いては据え置く方向となったとのことであります。鹿角市は、最低賃金アップ

により一般作業日額を１００円から２００円増額し、その他の作業料金は、農
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議   長 

業委員が各地区の実態を調査してから検討を行なうとのことでありました。 

三種町は最低賃金関係を増額し、その他の作業料金は、近隣市町村と比較し

料金が低い作業について増額する方向で検討中とのことでした。八峰町は全く

の白紙状態、藤里町は最低賃金関係部分は増額、その他は据え置きで決定済み

です。 

その他の価格動向ですが、秋田県の公共工事労務単価は、平成２５年度と比

べて２７％の増額となっていますが、今現在は、１年前と同額となっています。 

最低労働賃金は、年々増額しており、特に近年は毎年１時間あたり２０円以

上（160円/日）の増額が続いています。昨年１０月の最低賃金の改定により、

農雑作業１日当たりの金額が最低賃金以下となっておりますので、見直しが必

要であります。 

燃料価格については、変動はあるものの、１０a当たり燃料費試算では、料

金増減を検討する程の変動ではないと考えております。 

事務局としましては、最低賃金の増額以外は、料金を増減させる理由が弱い

と感じております。また、最低賃金の増額を反映させるべき料金については、

本年の価格改定も考慮して定めたほうが適当ではないかと考えております。 

説明は、以上です。 

 

本案につきましては、農政専門委員会で審議をしておりますので、農政委員

長から審議の概要を報告願います。 

 

本日午後１時３０分から農政専門委員会を開催し、ただいま事務局より説明の

あった農作業労働賃金の目安について協議しました。 

 先ほど、事務局から説明があったとおり、法的な作成義務はありませんが、

農家からの問合せが多いとのことから、農政専門委員会では、本年も農作業労

働賃金を作成したほうが良いという結論になりました。 

 次に賃金の額について、事務局がまとめた資料を基に協議しました。 

事務局の説明どおり、農雑作業１日当たりの料金は、昨年１０月の最低賃金の

増額改定により、見直しが必要となっているということでございました。 

 このことについて、委員からは、もっと高く現状に照らし合わせた金額にし

たらどうか、といった意見がありました。また、大区画田、未整理田の賃金の

格差が必要ではないか、という意見もございました。 

協議の結果、平成３１年度向け農作業労働賃金目安額は、本日配布した案のと

おり、農雑作業１日当たりの料金を今年の改定、他市町村の状況を考慮して、

現在の６，０００円から４００円増額して６，４００円とし、他の作業料金は

据え置きとする案としました。 

以上、農政専門委員会での協議概要と結果を報告いたします。 

 

事務局の説明と農政委員長からの審議概要の報告がありましたが、何かご質

問等はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

なしの声がありますので、農政委員長報告のとおり、本案を承認することに
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ご異議ありませんか。 

 

  （異議なしの声） 

 

本案は原案のとおり承認することに決しました。 

次に、報告事項１ 土地改良事業参加資格の交替の申出に対する専決処分

についてを議題といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

（事務局説明） 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 

次に、報告事項２ 農地法第４条第１項第２号の規定による届出について

を議題といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

（事務局説明） 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 

次に、報告事項３ 農地法第１８条第６項の規定による通知についてを議

題といたします。 

事務局の説明を願います。 

 

（事務局説明） 

 

報告事項でありますのでご了承願います。 

続いて、その他に入ります。事務局から説明願います。 

 

（事務局説明） 

・今後の行事予定について 

 

委員のみなさん方から何かありませんか。 

 

（なしの声） 

 

ないようですので以上を持ちまして総会を閉じたいと思います。 

  

                    終了 午後４時３０分 

 

議 長 
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